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令和５年１１月２４日（金） 

 

 

 

 

 

 

令和５年 

 

 

第 12 回（定例会）東かがわ市教育委員会議 

 

 

会議録 
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出席構成員

 

 
東かがわ市教育長 松浦　隆夫

 
委員（教育長職務代理者） 山本　勝博

 

委員

水口　　実

 
樫原　文子

 
安冨　安代

 
欠席構成員

 

 
委員

 
説明のため会議に出席した者の職氏名

 

 教育部長 片山　竜治 生涯学習課　副主幹 工藤　功雄

 学校教育課長 中川　晃代 生涯学習課　副主幹 上村　慎二

 生涯学習課長 上枝　勉 学校教育課　副主幹 川端　真弓

 子育て支援課長 六車　輝典 学校教育課　副主幹 久武　滋

 学校教育課　主幹 政岡　克己 生涯学習課　主査 松本　祐典

 学校教育課　副主幹 三谷　勇人 学校教育課　主査 マクナマラ　やえか

 学校教育課　副主幹 木村　靖

 
職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

 
学校教育課　副主幹 木村　靖

 
会議録署名人

 
教育長　松浦　隆夫　　水口　　実　委員

 
事務局担当書記 学校教育課　副主幹　木村　靖

 【特記事項】　傍聴人：０人
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議　事　日　程 
 

 

 
日程第１ 会議録署名委員の指名について

 
日程第２ 会期の決定について

 
日程第３ 令和５年第 11回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について

 
日程第４ 教育長報告

 
日程第５ 議案 第１号

令和５年 12月議会定例会提出「令和５年度教育関係補正予算」につ
いて

 
日程第６ 議案 第２号

東かがわ市立小中学校第３子以降学校給食費無償化実施要項の制定
について

 
日程第７ 議案 第３号 東かがわ市体育施設設置条例の一部を改正する条例について

 
日程第８ 議案 第４号

東かがわ市スポーツ・芸術文化振興賞賜金交付要綱の一部を改正す
る告示について

 
日程第９ 議案 第５号 令和６年度入学する学校の変更申請者の承認について（非公開）

 
日程第 10 報告 第１号 令和５年度教育支援委員会審議結果の報告について　（非公開）

 
日程第 11 報告 第２号 令和６年度東かがわ市奨学生の決定について　　　　　　　　（非公開）

 
日程第 12 報告 第３号 会計年度任用職員の任用について

 
日程第 13 報告 第４号 東かがわ市温水プールネーミングライツの募集について

 
日程第 14 報告 第５号 令和５年度全国学力・学習状況調査の報告について
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【議　事　内　容】 

 
 

（午後　１時３０分　開会） 
 
■日程第１　会議録署名委員の指名について 
　教育長が、本会議の会議規則第６条の規定に基づき、松浦教育長と委員の中から１名、

水口委員を指名。 
 
■日程第２　会期の決定について 
　教育長から、本会議の会期について１日でよいか意見を求める。 
<質疑> 
○　委員　　１日で了承。 
 
■日程第３　令和５年第 11 回（定例会）東かがわ市教育委員会会議録の承認について 
　学校教育課長から会議録について説明。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第４　教育長報告 
　松浦教育長から、11 月に出席した行事や今後の予定等について報告し、質疑を求める。 
<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第５　議案　第１号　令和５年 12月議会定例会提出「令和５年度教育関係補正予算」

について 
学校教育課　木村副主幹、学校教育課　三谷副主幹、生涯学習課　上村副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第６　議案　第２号　東かがわ市立小中学校第３子以降学校給食費無償化実施要項

の制定について 
学校教育課　三谷副主幹が説明。 

<質疑> 
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■日程第７　議案　第３号　東かがわ市体育施設設置条例の一部を改正する条例について 
生涯学習課　上村副主幹が説明。 

<質疑> 

 
■日程第８　議案　第４号　東かがわ市スポーツ・芸術文化振興賞賜金交付要綱の一部を

改正する告示について 
生涯学習課　松本主査が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第９・10・11 については非公開とする。 
 
■日程第 12　報告　第３号　会計年度任用職員の任用について 
生涯学習課　上枝課長、子育て支援課　六車課長が説明。 

<質疑> 

 
■日程第 13　報告　第４号　東かがわ市温水プールネーミングライツの募集について 
生涯学習課　上枝課長が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 
 
■日程第 14　報告　第５号　令和５年度全国学力・学習状況調査の報告について 
学校教育課　久武副主幹が説明。 

<質疑> 
○　特になし。 

 ○　樫原委員 保険証の写しで第３子ということが分かるのですか。

 ○　三谷副主幹 申請書類について住民基本台帳で世帯毎に確認します。

 ○　樫原委員 その確認の手間がいるんですね。

 ○　山本委員 月間利用で高校生以下 550 円とありますが、こども園や小・中学

生の使用料もこの金額ですか。

 ○　上枝課長 そうです。条例上の使用料は上限額という考え方で、個人利用の

施設ですので条例では一人あたりの金額を規定しています。指定

管理者の裁量で、使用料を下げることは可能です。

 ○　樫原委員 歴史民俗資料館の方は、どちらから通われているんですか。

 ○　片山部長 高松市です。
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 　 　 午後　３時２５分　閉会 　 　

 　 　 　 　


